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 〔
復
原
〕

十
八
日
己
未
火
破
鷙
鳥
厲
疾

大
歳
位

十
九
日
庚
申
木
危
辟
臨

沐
浴

 大
歳
位
月
徳
祠
祀
壊
垣
破
屋
伐
樹
解
除
□

 廿
　
日
辛
酉
木
成
沐
浴

大
歳
位
謝
土
祀
井
解
除
除
服
吉

廿
一
日
壬
戌
水
収
大
歳
位
漁
猟
種
蒔
吉

廿
二
日
発
亥
水
開
下
弦
沐
浴

陰
錯
重
厭

廿
三
日
甲
子
金
閇
水
澤

腹
堅
沐
浴

 大
小
歳
前
天
恩
天
赦
帰
忌
面
祠
祀
□
□
上
梁

 (脱
行
)廿
四
日
乙
丑
金
建

大
小
歳
前

廿
五
日
景
寅
火
除

 (丙
)

除
足
甲

候
小
過
内

大
小
歳
前
天
恩
拝
官
結
婚

 廿
六
日
丁
卯
火
満
大
小
歳
前
天
恩
往
亡
□
□
□
□
経
絡

廿
七
日
戊
辰
木
平
大
歳
前
小
歳
対
天
恩
復
裁
衣
買
納

廿
八
日
己
巳
木
定
立
春
正
月
節

東
風
解
凍

 候
小
過
外
大
歳
位
□
□



 な
お
、
七
十
二
候
は
一
気
を
三
候
と
し
て
、
一
候
の
長
さ
は
大
体
五
日
、
六
十
四
卦
は
各
節
を
基
に
一
か
月
五
卦
ず
つ
で
、
大
体
六
日
に
一
卦

 と
な
っ
て
お
り
、
と
も
に
前
後
一
日
の
ず
れ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
示
し
て
お
き
た
い
。

 延
暦
二
三
年
暦
の
場
合
、

 十
九
日
庚
申
-辟
臨
(入
節
日
よ
り
二
三
日
目
)

 二
二
日
癸
亥
-下
弦

 壬
二
日
甲
子
-水
澤
腹
堅
(入
節
日
よ
り
二
七
日
目
)

 二
五
日
丙
寅
-候
小
過
内
(入
節
日
よ
り
二
八
日
目
)

 と
な
り
、
ほ
ぼ
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

 以
上
か
ら
、
本
具
注
暦
断
簡
は
延
暦
二
十
三
年
暦
(大
衍
暦
)の
十
二
月
の
う
ち
一
八
日
か
ら
二
八
日
(二
四
日
は
脱
行
)部
分
が
遺
存
し
た

 も
の
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
暦
二
三
年
暦
と
す
れ
ば
、
岩
手
県
水
沢
市
の
胆
沢
城
跡
で
一
九
八
一
年
に
発
見
さ
れ
た
漆
紙
文
書
の
表
・

 裏
に
書
か
れ
た
延
暦
二
二
年
・
延
暦
二
三
年
暦
と
同
一
年
の
暦
の
発
見
と
な
る
。
胆
沢
城
跡
の
延
暦
二
三
年
暦
は
九
月
二
五
日
か
ら
十
月
の
月
初

 部
分
ま
で
の
遺
存
で
あ
っ
た
の
で
、
本
具
注
暦
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
三
ケ
月
後
に
相
当
す
る
。

え
み
し

 最
後
に
付
記
す
る
な
ら
ば
、
延
暦
二
三
年
は
東
北
地
方
に
お
い
て
は
、
八
世
紀
後
半
以
来
、
約
三
十
年
間
続
い
た
律
令
国
家
と
蝦
夷
と
の
戦
い

 が
坂
上
田
村
麻
呂
の
手
に
よ
り
よ
う
や
く
幕
を
閉
じ
た
直
後
に
あ
た
っ
て
い
る
。
出
羽
国
で
は
国
府
が
秋
田
城
か
ら
山
形
県
庄
内
地
方
所
在
と
考

 え
ら
れ
る
阿
辺
府
に
移
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
、
本
具
注
暦
の
年
代
は
、
古
代
東
北
史
の
一
大
画
期
の
年
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。



 ①
立
春
正
月
節
が
已
巳
と
考
え
ら
れ
る
。

 ②
往
亡
日
は
丁
卯
日
に
あ
た
り
、
十
二
月
の
場
合
小
寒
十
二
月
節
か
ら
三
十
日
目
に
記
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
小
寒
一
二
月
節
は
戊
戌
に
あ
た

 る
。
こ
の
二
条
件
を
つ
ぎ
に
検
討
し
て
み
た
い
。

 ①
立
春
正
月
節
が
已
巳
に
あ
た
る
年
は
湯
浅
吉
美
編
『
日
本
暦
日
便
覧
』
(汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
)を
利
用
し
て
検
索
す
る
な
ら
ば
、
八
・

 九
世
紀
を
通
じ
て
次
の
四
例
の
み
で
あ
る
。

 大
宝
二
年
暦
(七
〇
二
)―
―
正
月
一
日

 神
亀
二
年
暦
(七
二
五
)―
―
正
月
一
四
日

 延
暦
二
三
年
暦
(八
〇
四
)―
一
二
月
二
八
日

 天
長
五
年
暦
(八
二
八
)―
―
正
月
一
二
日

 こ
の
う
ち
、
正
月
一
日
は
月
初
の
表
示
が
な
い
こ
と
お
よ
び
正
月
一
二
日
・
一
四
日
は
遺
存
部
が
十
二
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
あ
た
ら
な
い
。

 ②
小
寒
十
二
月
節
が
戊
戌
に
あ
た
る
年
は
、
次
の
四
例
で
あ
る
。

 大
宝
元
年
暦
(七
〇
一
)―
―
十
一
月
三
〇
日

 天
応
元
年
暦
(七
八
一
)―
―
十
二
月
一
四
日

 延
暦
二
三
年
暦
(八
〇
四
)―
―
十
一
月
二
七
日

 元
慶
八
年
暦
(八
八
四
)―
―
十
二
月
十
二
日

 こ
の
う
ち
、
大
宝
元
年
暦
は
下
弦
癸
亥
日
―
十
二
月
二
五
日
で
不
適
当
、
小
寒
入
節
日
が
天
応
二
年
暦
は
十
二
月
一
四
日
、
元
慶
八
年
暦
は
十

 二
月
一
二
日
と
な
る
こ
と
か
ら
対
象
外
で
あ
る
。

 し
た
が
っ
て
、
①
と
②
の
両
条
件
を
満
た
す
の
は
、
延
暦
二
三
年
暦
(八
〇
四
)の
み
で
あ
る
。



 (イ
)　
甲
子
・
乙
丑
・
丙
寅
・
丁
卯
・
戊
辰

 (ロ
)　
已
卯
・
庚
辰
・
辛
巳
・
壬
午
・
癸
未

 (ハ
)　
已
酉
・
庚
戌
・
辛
亥
・
壬
子
・
癸
丑

 本
暦
の
天
恩
日
は
こ
の
う
ち
の
（
イ
）
に
相
当
す
る
。

 「
帰
忌
血
」
は
「
帰
忌
血
忌
」
の
意
で
、
帰
忌
日
も
血
忌
日
も
と
も
に
十
二
月
は
子
日
に
あ
た
る
。
七
行
目
に
本
来
は
「
乙
丑
金
建
大
小
歳
前
天

 恩……とあるべきであるが、完全に一行分脱落している。したがって七行目は一日とばして「景寅火除除足甲候小過内大小歳前天
リ
ヘ
イ

 恩
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
。
景
は
唐
代
の
高
祖
の
父
(李
昞
)の
諱
を
避
け
て
丙
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
ら
い
、
我
が
国
で
も
使
用

 し
た
例
え
ば
、
名
例
津
三
十
二
疏
「
仮
有
。
乙
盗
二
甲
物
一
。
景
転
盗
之
」
の
ご
と
く
で
あ
る
。
一
二
直
の
「
除
」
は
中
段
の
割
書
の
位
置
に
記

 載
さ
れ
て
い
る
。
「
候
小
過
内
」
は
六
十
四
卦
の
一
つ
で
、
十
二
月
節
日
か
ら
二
十
八
日
目
頃
に
記
さ
れ
る
。
「
除
足
甲
」
は
手
甲
は
丑
日
、
足
甲

 は
寅
日
を
吉
日
と
さ
れ
て
い
る
の
に
か
な
う
。
丁
卯
日
の
下
段
の
暦
注
で
は
「
往
亡
」
が
年
代
判
定
の
大
き
な
決
め
手
と
な
る
。
往
亡
日
は
十
二

 月
の
場
合
は
十
二
月
節
か
ら
三
十
日
目
に
あ
た
る
。
本
最
終
行
は
大
歳
の
位
置
が
他
に
比
べ
て
低
い
位
置
か
ら
書
き
は
じ
め
て
い
る
の
は
、
中
段

 の
記
載
が
多
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
節
気
・
七
十
二
候
、
六
十
四
卦
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

 る
。
「
立
春
正
月
節
」
は
二
十
四
節
気
、
「
東
風
解
凍
」
は
七
十
二
候
、
「
候
小
過
外
」
は
六
十
四
卦
で
あ
り
、
と
も
に
正
月
節
日
に
記
す
こ
と
と

 さ
れ
て
い
る
。

 五
、
暦
の
年
代
判
定

 判
定
の
重
要
な
手
が
か
り
は
二
つ
あ
る
。
こ
の
場
合
、
乙
丑
条
を
脱
行
と
判
断
し
て
、
以
下
考
察
す
る
。



 古
代
に
お
け
る
具
注
暦
は
、
毎
年
中
央
の
陰
陽
寮
で
作
成
さ
れ
、
中
務
省
を
経
て
諸
司
・
諸
国
に
配
布
さ
れ
た
。
し
か
し
領
暦
の
実
態
は
諸
国

 か
ら
雑
掌
ら
が
都
に
上
り
、
書
写
し
て
持
ち
帰
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
国
府
に
備
え
置
か
れ
た
具
注
暦
一
本
は
、
さ
ら
に
同
様
に
書
写
さ

 れ
て
国
府
内
の
諸
機
関
や
国
分
寺
そ
し
て
郡
家
な
ど
に
も
備
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 四
、
暦
の
記
載
事
項

 暦
の
体
裁
は
、
上
段
が
日
付
・
干
支
・
納
音
・
十
二
直
か
ら
な
り
、
中
段
は
二
十
四
節
気
と
七
十
二
候
、
下
段
は
暦
注
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

 ま
ず
、
こ
の
具
注
暦
は
七
十
二
候
の
う
ち
の
「
水
澤
腹
堅
」
、
六
十
卦
の
「
辟
臨
」
「
候
小
過
内
」
の
存
在
か
ら
十
二
月
暦
の
下
旬
部
分
と
判
断

 で
き
る
。

 一
年
の
長
さ
を
二
十
四
に
等
分
し
、
こ
の
一
つ
一
つ
に
そ
の
時
の
季
節
の
名
を
与
え
て
、
こ
れ
を
二
十
四
節
気
と
い
い
、
こ
れ
を
さ
ら
に
分
割

 し
て
一
気
を
三
候
に
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
一
年
の
長
さ
を
七
十
二
に
等
分
し
て
、
こ
れ
に
そ
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
を
つ
け
て
呼
ん
だ
。

 こ
れ
を
七
十
二
候
と
い
っ
て
い
る
。
一
候
の
長
さ
は
大
体
五
日
で
あ
る
。

 ま
た
、
次
表
を
参
照
す
れ
ば
、
明
ら
か
な
よ
う
に
す
べ
て
十
二
月
暦
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

 血
忌
日
―
甲
子
　
子
の
日
↓
十
二
月
の
暦

 帰
忌
日
―
甲
子
　
子
の
日
↓
十
二
月
の
暦

 厭
日
―
―
癸
亥
　
亥
の
日
↓
十
二
月
の
暦

 天
赦
日
―
甲
子
　
各
甲
子
に
あ
た
る

 具
注
暦
は
繰
り
返
し
書
写
さ
れ
、
し
か
も
一
年
分
を
す
ば
や
く
書
写
し
た
と
思
わ
れ
、
正
倉
院
文
書
中
の
三
例
を
は
じ
め
、
出
土
具
注
暦
も
ほ

 と
ん
ど
誤
写
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
ま
ず
日
を
追
っ
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
、
本
暦
は
墨
界
線
を
確
認
で
き
な
い

 が
、
縦
行
は
ほ
ぼ
整
っ
て
い
る
。
一
方
、
横
行
は
、
一
般
的
に
上
・
中
・
下
段
を
意
識
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
を
揃
え
て
い
る
が
、
こ
の
暦
は
中

 段
の
記
載
事
項
が
多
い
場
合
、
下
段
に
く
い
こ
み
、
下
段
の
記
載
を
下
げ
て
記
し
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

暦
註

血
忌

帰
忌

九
炊厭

厭
対

月
熟

往
亡

天
赦

天
恩

母
倉

 操
り
方

節
切〃〃〃〃〃

 入
節
日
よ

 り
数
え
る

季
節
切

不
断

節
切

正
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
二
月

丑
未
寅
申
卯
酉
辰
戌
巳
亥
午
子

丑
寅
子
丑
寅
子
丑
寅
子
丑
寅
子

辰
丑
戌
未
卯
子
酉
午
寅
亥
申
巳

 戌
、
酉
申
未
午
巳
辰
卯
寅
丑
子
亥

辰
卯
寅
丑
子
亥
戌
酉
申
未
午
巳

丑
成
木
辰
丑
戌
未
辰
丑
戌
未
辰

七
日
十
四
日
廿
一
日
八
日
十
六
日
廿
四
日
九
日
十
八
日
廿
七
日
十
日
廿
日
光
日

春
戊
寅
夏
甲
午
秋
戊
申
冬
甲
子

 岬
町
鷺
.丙
寅

亥
亥
巳
寅

子
子
午
卯

 巳
卯
・
庚
辰
・
辛
巳
巳
酉
・
庚
戌
・
辛
亥

 壬
午
・
葵
未
壬
子
・
葵
丑

寅
巳
丑
未
丑
未
巳
申
申
巳

卯
午
辰
戊
辰
戊
午
酉
酉
午

 二
行
目
の
「
辟
臨
」
は
六
十
四
卦
の
一
つ
で
、
通
常
は
十
二
月
節
か
ら
二
二
日
目
頃
に
あ
た
る
。
沐
浴
の
吉
日
は
申
・
酉
・
亥
・
子
日
で
あ
る

 が
、
こ
の
暦
で
は
酉
・
亥
・
子
の
三
日
と
も
「
沐
浴
」
の
記
載
が
あ
る
。
「
下
弦
」
は
陰
暦
で
は
毎
月
二
二
・
二
三
日
頃
に
あ
た
る
。
癸
亥
は
凶

 会
日
に
あ
た
る
。
厭
日
は
十
二
月
の
場
合
、
亥
日
に
あ
た
る
が
、
癸
亥
は
符
合
す
る
。
六
行
目
甲
子
条
の
「
大
歳
口
」
は
「
大
小
歳
前
」
と
な
る

 べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
恩
日
は
次
の
三
ケ
ー
ス
で
あ
る
。



 二
、
釈
文

×属
疾

□
□

 大
歳
位
□
□
壊
垣
破
屋
□
□
□
□
×

 ×
木
危
辟
臨

□
□

 大
歳
位
月
徳
祠
祀
壊
垣
破
屋
伐
樹
解
除
□
×

 ×
酉
木
成
沐
浴
大
歳
位
謝
土
祀
井
解
除
除
服

□吉

 ×
戌
水
収

大
歳
位
漁
獵
種
蒔
吉

 ×
発
亥
水
開
下
弦

沐
浴
陰
錯
重
厭

甲
子
金
閑

水
澤 マ
マ

腹
竪

沐
浴
大
歳

マ
マ

 天
恩
天
赦
歸
忌
　
祠
祀
□
□
上
梁
×

 ×
景
寅
火
除
除
足
甲

候
小
過
内

 大
小
歳
前
天
恩
拝
官
結
婚
娶
□
×

 ×
大
小
歳
前
天
恩
往
亡
冊
授

□
□

 □
□
経
絡
上
×

 ×
大
小
　
封
天
恩
復
裁
衣
買
納
　
×

 ×
過
外
大
歳
位
□
□
×

 三
、
具
注
暦
と
そ
の
遺
存
例

 こ
の
漆
紙
文
書
は
、
「
具
注
暦
」
断
簡
で
あ
る
。
具
注
暦
と
は
暦
面
を
上
・
中
・
下
の
三
段
に
分
け
て
暦
日
の
下
に
日
の
吉
凶
・
禍
福
な
ど
の

 暦
注
を
具
備
し
た
暦
の
こ
と
で
あ
る
。

 現
存
す
る
八
・
九
世
紀
の
具
注
暦
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

123456789

1011

年
代

神
亀
六
年
暦

天
平
十
八
年
暦

天
平
二
十
一
年
暦

天
平
勝
寳
八
歳
暦

寳
亀
十
一
年
暦

延
暦
九
年
暦

 延
暦
二
十
二
・
三
年
暦

嘉
祥
元
年
暦

年
代
未
詳
暦

天
平
勝
寳
九
歳
暦

天
平
宝
字
三
年
暦

西
暦

七
二
九

七
四
六

七
四
九

七
五
六

 七
八
○

 七
九
〇

 八
〇
三
・
八
〇
四

八
四
八

 (延
暦
年
間
カ
)

七
五
七

七
五
九

暦
名

儀
鳳
暦〃〃〃

大
衍
暦〃〃〃

儀
鳳
暦〃

種
別

木
簡

正
倉
院
文
書

〃〃

漆
紙
文
書

〃〃〃〃〃〃

 遺
跡
(所
在
地
)

 城
山
遺
跡
(静
岡
県
浜
名
郡
)

 多
賀
城
跡
(宮
城
県
多
賀
城
市
)

 鹿
の
子
C遺
跡
(茨
城
県
石
岡
市
)

 胆
沢
城
跡
(岩
手
県
水
沢
市
)

〃

 鹿
の
子
遺
跡
e区
(茨
城
県
石
岡
市
)

 武
蔵
台
遺
跡
(東
京
都
府
中
市
)

 秋
田
城
跡
(秋
田
県
秋
田
市
)

持天天

貞貞

 …
元
嘉
暦

 統
六
年
(六
九
二
)

儀鳳暦
 平
寳
字
七
年
(七
六
三
)

大衍暦
 安
二
年
(八
五
八
)

五紀暦
 観
四
年
(八
六
二
)

宣明暦
 亨
元
年
(一
六
八
四
)



 一
、
形
状

 ほ
ぼ
円
形
を
呈
し
、
漆
液
を
入
れ
た
曲
物
容
器
の
ふ
た
紙
の
形
が
非
常
に
良
好
に
残
さ
れ
て
い
る
。
漆
紙
の
最
大
径
は
約
一
八
㎝
を
測
り
、
曲

 物
の
推
定
径
は
約
一
五
㎝
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
漆
紙
文
書
を
も
と
に
し
た
左
図
「
漆
液
を
入
れ
た
容
器
(曲
物
)の
推
定
径
」
の
う
ち
の

 小
型
の
部
類
に
属
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 な
お
、
紙
背
文
書
は
確
認
で
き
な
い
。



 米
沢
市
大
浦
B遺
跡
出
土
の
漆
紙
文
書
に
つ
い
て

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
平
川
南


